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）
の
改
正
規
則
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
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本
会
は
関
西
大
学
法
学
会
と
称
す
る
。

本
会
は
法
学
の
研
究
を
促
進
し
、
か
つ
研
究
の
成
果
を
発
表
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

本
会
は
次
の
事
業
を
行
う
。

機
関
誌
『
関
西
大
学
法
学
論
集
』
及
ぴ
『
関
西
大
学
法
学
会
誌
』
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発
行
。
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他
本
会
の
目
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達
成
す
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も
っ
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と
す
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法
学
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教
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・
助
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授
・
専
任
講
師
・
助
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法
学
部
学
生
及
び
大
学
院
法
学
研
究
科
学
生
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法
学
部
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は
大
学
院
法
学
研
究
科
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卒
業
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あ
っ
て
入
会
し
た
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。

そ
の
他
評
議
員
会
の
承
認
を
得
た
者
。

次
の
者
を
本
会
の
名
誉
会
員
と
す
る
。

法
学
部
に
在
籍
し
た
名
誉
教
授
。

特
に
評
議
員
会
の
承
認
を
得
た
者
。

本
会
に
次
の
役
員
を
置
く
。

会
長
法
学
部
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

評
議
員
教
授
・
助
教
授
・
専
任
講
師
及
ぴ
助
手
を
も
っ
て
充
て
る
。

編
集
・
庶
務
・
会
計
各
委
員
評
議
員
の
中
か
ら
評
議
員
会
に
お
い
て
委

嘱
す
る
。
そ
の
任
期
は
一
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
任
は
妨
げ
な
い
。

第
五
条
第
一
号
の
会
員
は
会
費
年
額
一
三
、
五

0
0
円
を
、
同
条
第
二
号

か
ら
第
四
号
ま
で
の
会
員
は
会
費
年
額
四
、
五

0
0円
を
納
め
る
こ
と
を

要
す
る
。

会
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及
ぴ
名
脊
会
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機
関
誌
『
関
西
大
学
法
学
論
集
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及
ぴ
『
関
西
大

学
法
学
会
誌
』
の
配
布
を
受
け
る
。

こ
の
規
則
の
改
正
は
評
議
員
会
の
決
議
に
よ
る
。
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